
3 独 立行政法人福祉 医療機構 について

(1)機構の業務について

独立行政法人福祉医療機構 (以下「機構」という。)は、福祉・医療貸付事業をは

じめとして、福祉医療経営指導事業、社会福祉振興助成事業、福祉保健医療情報サー

ビス事業、退職手当共済事業、心身障害者扶養保険事業など国の福祉・医療政策等に

密接に連携した多様な事業を公正かつ効率的に実施することにより、わが国の福祉、

介護、医療サービスを安定的かつ効果的に提供する使命を担い、福祉・医療の民間活

動を応援しているところである。各都道府県におかれては、機構の業務運営について、

引き続きご協力をお願いしたい。

また、これまでの行政刷新会議事業仕分けの結果等を踏まえ、各独立行政法人が講

ずべき措置等を取りまとめた「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」 (平

成 22年 12月 7日 )が閣議決定され、この基本方針に沿つて機構の事務・事業につ

いても見直しを図ることとしている。

(2)社会福祉振興助成事業について

社会福祉振興助成事業は、長寿 。子育て 。障害者基金を廃止し、平成 22年度に創

設した補助金であるが、昨年度は、既に長寿・子育て・障害者基金の助成要望の受付

を終えていたため、補助金への円滑な移行を図るため、補助金としての助成要望があ

ったものとみなして取り扱 うとともに、これまでの基金事業で培ってきた助成のノウ

ハウを一部継続し、助成事業を行ったところである。

平成23年度については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」にお

いて、 1政策動向や国民ニーズを踏まえ、NPO等が行 う活動への支援については、

国、地方等との役割分担に従つて、国が助成対象テーマを示すなど国として行 うべき

ものに限定するとともに、事業の採択時には外部評価者を活用するなど事業の厳選を

図る。Jと されたところである。

このため、現下の政策課題を踏まえ、民間の創意工夫ある活動や地域に密着 したき

め細かな活動等に対 し助成を行い、高齢者・障害者が自立 した生活を送れるよう、ま

た、子 どもたちが健やかに安心 して成長できるよう必要な支援等を行 うことを目的に、

多様な社会資源を活用 し、他の団体 との連携やネ ッ トワーク化を図り、相互にノウハ

ウを共有、協働 (共同)して創意工夫ある活動を行 う事業を重視 していくため、次の

とお り助成事業の見直 しを行 うこととしている。 (詳細別紙参照 )
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【助成対象事業】

○

進活動支援事業」

○ 複数の団体が連携、ネットワーク化を図り、_協働玉些旦L立上包童二左五ゑ遺塾

に雄して助成を行 う「全国的・広域的ネットワーク活動支援事業」及び「地域連携

活動支援事業」

機構において平成 23年度事業にかかる募集要領を機構のホームページに掲載 して

いるところであり、NPO法人をはじめ各種団体等への周知方について格段のご協力

をお願いいたしたい。また、現在、全国9か所で機構主催の助成事業 (募集)説明会

を実施 しているので、その活用 も図 られたい。

なお、応募の締切は 4月 15日 (必着)と されているので、ご留意願いたい。

(参 考 機構ホームページ http://hp.wam.go.jp/)

(3)福祉貸付事業について (平成 23年度予算 (案))

機構の貸付を取 り巻 く環境は、財政投融資改革の推進等により厳 しさを増 してきて

いるが、このような状況の中、介護基盤緊急整備等臨時特例基金、安心子ども基金な

ど、福祉、介護サー ビスの基盤整備に必要な整備費予算が計上されたことを踏 まえ、

政策上必要とする貸付原資の確保を図るとともに利用者サービスの更なる向上 を図る

ため、融資条件の緩和等を行 うこととしているので、了知の上、管内の社会福祉法人

等に対する周知徹底をお願いいたしたい。

また、機構主催で、平成 23年度福祉貸付事業の具体的な取扱方針並びに貸付事務

手続き等に関する「福祉貸付事業行政担当者説明会」 (平成 23年 3月 15日 )が開

催 され る予定であるため、積極的な参カロをお願い したい。

① 貸付規模

資金交付額 2, 895億円 (う ち福祉貸付  1,526億 円)

② 貸付条件の見直 しについて

ア 償還期間等の延長

施設の規模、建替のサイクル及び耐用年数等を勘案 し、以下の表のとお り償還

期間等の延長を図る。
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建築資金

(貸付金額2000万 円以上の場合)

耐火構造 準耐火構造 耐火 。準耐火構造

以外

特別養護老人ホーム

養護老人ホァム

ケアハウス

30年以内

(据置 3年以内)

20年以内

(据置 2年以内)

15年以内

(据置 2年以内)

ユニ ッ ト型特別養護

老人ホーム

25年以内

(据置 3年以内)

イ ー般財源化 された老朽施設の改築整備に係 る融資率等の優遇措置

一般財源化 された施設であつて政策優先度の高い改築整備について融資条件の

優遇措置を講ず る。

・対象施設 :養護老人ホーム、特別養護老人ホーム (定員 30人以上に限る)

ケアハ ウス (定員 30人以上に限る)

0融 資 率 :一律 90%に 引き上げ

ウ 木材利用による施設整備及びエネルギー効率が高い設備整備などエコ対策に係

る融資率等の優遇措置

地球温暖化対策を推進す る観点から、木材の利用、再生可能エネルギーの利用、

エネルギー効率の高い整備を行 う場合に融資条件の優遇措置を講じる。

・建 築 資 金 :建築物の構造が木造 (耐火建築物又は準耐火建築物)で

ある場合

・設備備品整備資金 :省エネルギー効果が25%以上の設備 (例 :太陽光発電

装置、蓄熱システムなど)を整備する場合

・融   資   率 :一律 90%に 引き上げ

工 災害時等の一時的な資金需要に対する経営資金の貸付

地震、水害など災害の発生や新型インフルエンザなど感染症の発生等により、

施設を休業した場合などの有事における一時的な資金需要に対して、迅速かつ機

動的な融資を図るため、経営資金の貸付を行 う。
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・償還期間等 :10年以内 (据置 1年以内)

・貸 付 利 率 :財政融資資金借入金利 (5年)と 同率

オ 待機児童の早急な解消を図るための保育所 。放課後児童クラブの整備に係 る融

資条件の緩和

・優遇期間 :平成 21年～ 22年度 → 平成 23年～ 26年度

・融 資 率 :保育所、放課後児童クラブについて一律 90%に 引き上げ

力 母子生活支援施設の整備 と併せてDV被害者を一時保護するための居室を整備

する場合の融資率の引き上げ (同時整備に限る)

。融資率 :一律 80%引 き上げ

キ 障害者グル‐プホーム、ケアホームの融資の相手方の拡大

・融資の相手方 :NPO法 人、営利法人を追加

ク 地震防災対策特別措置法等に基づき行 う改築整備等に係る融資率の引き上 げ

。融資率

地震防災対策特別措置法等による改築整備 :所定の融資率+5%

災害復旧整備 :一律 90%に 引き上げ

ケ 22年 度末で期限を迎え、引き続き期限付きで特別措置が認められたもの

・アスベス ト対策事業に係 る融資条件の優遇 (平成 23年度まで)

・老朽民間社会福祉施設整備計画の延長に伴 う無利子貸付の措置期間の延長

(平成 27年度ま で)

・地すべ り防止危険か所等危険区域に所在する施設の移転整備計画の延長に伴 う

無利子貸付の措置期間の延長 (平成 27年度まで)

コ 融資率の引き下げ及び融資の廃止

(ア) 融資の廃止

・対象施設 :児童遊園、職員宿舎

(イ ) 融資率の引き下げ (融資率 :70%→ 50%)

・対象施設 :身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者授産 施設、

身体障害者小規模通所授産施設、身体障害者福祉工場、知的 障害

者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮、知的 障害

者小規模通所授産施設、知的障害者福祉工場、精神障害者生活訓
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練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉工場、精神障害者

小規模通所授産施設

(ウ) 融資率の引き下げ (融資率 :75%→ 70%)
。対象施設 :身体障害者福祉センター、盲人ホーム、補装具製作施設、障害者

生活支援センター、盲導犬訓練施設、母子休養ホーム、母子福祉

センター、地域福祉センター

※ ただし、 (イ )及び (ウ )については、災害復旧事業、アスベス ト対策事業、

耐震化基金事業及び工賃倍増計画による整備に係るものを除く

③ 協調融資について

社会福祉法人が民間金融機関からの資金調達が円滑に行えるよう、機構と民間金

融機関が連携して融資を行う協調融資の仕組みについて、平成 20年度から福祉貸

付全般に範囲を拡大したところであり、協調融資の利用促進について引き続き社会

福祉法人に対して、その活用について助言をお願いしたい。 (参考資料16参照)

(4)社会福祉施設職員等退職手当共済事業について

① 平成 23年度予算額 (案 )

(ア)給 付予定人員

(イ )給 付 総 額

213億 円

59, 215メ 、

771億 円

② 都道府県補助金について

例年、都道府県補助金の交付の遅れが見られ、それに起因した退職手当金の支給

遅延も過去に発生している。近年、遅延の改善は見られるものの、一部の県におい

ては未だ補助金の納付が遅れている状況が散見されるところ。

退職手当共済は一時的であつても支給財源に不足が生じ支給遅延が発生すること

は、制度に対する信頼を損なうことになるため、本制度の円滑な実施のため、平成

22年度分に係る補助金の交付が完了していない県におかれては、速やかに交付す

るようお願いしたい。

また、平成 23年度以降においても補助金の早期交付について特段のご配慮をお

願いしたい。
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(別紙)平成23年度社会福祉振興助成事業 (案 )

政策動向や国民ニーズを踏まえ、民間の創意工夫ある活動や地域に密着 したきめ細かな活 動

等に対 し助成を行い、高齢者・障害者が自立 した生活を送れるよう、また、子どもたちが健 やか

に安心 して成長できるよう必要な支援等を行う。

政策課題を

踏まえた

テーマ

(国が行うべき

助成対象テーマ

を設定する)

支援の枠組み

福祉活動・社会参加促進活動支援事業

個々の団体が実施する社会福祉振興に資する創

意工夫ある事業又は高齢者・障害者等の日常生活

の便宜若 しくは社会参加を促進する事業

ONPO法人等の

育成及び立ち上げ

支援
○障害者スポー ツ
の普及、福祉用

具の開発
等

地域連携活動支援事業

地域の多様な社会資源を活用し、複数の団体

が連携やネットワーク化を図り、社会福祉の谷

間や制度外のニーズ、その他地域の様々な福祉
二一ズに対応した地域に密着 した事業

O複数団体による

連携・協 (共 )

働の育成

Oネ ットワークの

構築

0相互ノウハウの

共有

O多様な社会資源
の活用

ly劃

全国的・広域的ネットワーク活動支援事業

全国又は広域的な普及・充実等を図るため、

複数の団体が連携やネットワーク化を図り、相
互にノウハウを共有し、社会福祉の振興に資す

る創意工夫ある事業又は社会福祉施策等を補完
若しくは充実させる事業

支援の枠組みの考え方

※一事業で50万円に満たない場合は、助成の対象としない。
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個々の団体が実施する事業
であること。

修曳‐畠農冒霙ぜ菫鍵写‐管彗臭零云:言哲ト
同一の都道府県内で

活動する事業である
こと。    |

複数の都道府県で活動
する事業であること:

対
象
と
な
る
事
業

【福祉活動支援事業】
‐

月11添 1の 1～ ちに該当する

事‐業 |

【社会参加促進活動支援事
業】|

別添2に該当する事業 ‐

別添1の①～④に該当する事業:=限ること-3



助成テーマ
(別添 1)
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華家::第書諄請1轟1事曇|‐||||  ‐■||||
o‐スボ■ツを通じた障害者の社会参

"等

を促準する事業    ‐      ■    | .‐
‐    ‐      ‐        |    ‐

1♂競縫月菫鋸鑓菖銘I鐵臨蒲ゝ議:暮二す:豪  ■■|‐ ‐
OI高齢者め日常生活の支援や介護者の負担軽減を図る各種福祉用具あ改良開発事1業 | ‐  

‐
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社会福祉法人について

(1)社会福祉法人新会計基準について

ア 社会福祉法人新会計基準の概要

法人の会計処理については、「社会福祉法人会計基準」のほか、「老人福祉施 設指

導指針」や 「老健準則」等、様々な会計ルールが併存 してお り、事務処理が煩雑、

計算処理結果が異なる等の問題が指摘 されている。

また、社会経済状況の変化に対応 した一層の効率的な法人経営とともに、公 的資

金や寄附金等を受け入れていることから経営実態をより正確に反映 して国民や寄附

者に示せるよう、事業の効率性に関する情報や事業活動状況の透明化が求められる。

こうしたことから、平成 20年度より、 日本公認会計士協会の協力のもと、法人

の会計基準一元化に向けての検討を行い、平成 22年 1月 に「社会福祉法人会計基

準 (素案)」 をとりまとめたところである。今般、関係団体及び各 自治体のご意見

を踏まえ所要の見直 しを行い、「社会福祉法人会計基準 (案 )」 としてとりまとめ、

パブリックコメン トによる意見募集を行ったところ (平成 23年 1月 14日 (金 )

まで)である。

イ 研修体制について

セーフティネ ッ ト支援対策等事業費補助金において、「社会福祉法人会計基準 (一

元化)研修事業」を新設 し、各都道府県・指定都市 。中核市が所管の社会福祉法人

の会計担当職員等に対する研修を開催 した場合、その開催経費を補助 (補助率 1/

2)す ることを予定 している。

なお、自治体職員向けの研修については、例年 5月 から6月 に国立保健医療科学

院において行われる社会福祉法人指導監査研修の中で、社会福祉法人会計基準に関

する研修を開催することを予定 している。

ウ 今後のスケジ■―ル等

社会福祉法人会計基準 (案)にっいては、パブ リックコメン トによるご意見を踏

まえ、細部の調整を行つているところであり、必要に応 じて見直 しを行つた後、実

施通知を発出する予定である。

都道府県等におかれては、

う管内社会福祉施設等に対する指導の徹底をお願い したい。
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(2)社会福祉法人の指導監査について

ア 法人の指導監査の実施について

(ア )対象法人の重点化について

法人の指導監査については、法人運営における関係法令の遵守状況などに特に

問題のない法人で、外部監査の実施や施設経営における積極的な取組等を実施 し

ている法人については、所轄庁の判断で実地監査を4年に 1回 とする等の取扱い

とする一方で、法人運営に問題が発生 した場合、又は利用者等の関係者からの通

報や苦情、現況報告書の審査結果 ((ウ )参照)等により法人に問題が生 じてい

るおそれがあると認められる場合には、所轄庁の判断で特別監査を実施す ること

としているところである。

各都道府県等におかれては、上記の趣旨を踏まえ、指導監査の対象について、

法人運営に大きな問題がある法人や、事業活動状況等から問題が生 じるおそれが

ある法人に重点化するなど、より効率的かつ効果的な監査の実施をお願い したい。

また、法令違反等運営に問題のある法人に対しては、関係部局等と十分連絡調

整するなど組織的な対応を行うとともに、問題の是正改善が図られるまでの間必

要に応じ特別監査を実施するなど、徹底した改善をお願いしたい。

(イ )問題発生時の対応及び再発防止について

平成 22年度における問題発生時の対応事例として、法人職員等からの内部情

報を契機に発覚した法人資金の不正支出に係る事案をお示しする。 (参考資料17

「社会的な問題が発生した社会福祉法人の事案」参照)

各都道府県等においては、このような問題が発生した法人に対しては、重点的

かつ継続的に指導監査を実施するとともに、法令違反などが明らかになつた場合

には、社会福祉法第 56条に基づき、改善命令 (同条第 2項 )、 業務停止命令、

理事の解職勧告 (同条第 3項 )、 法人の解散命令 (同条第 4項)等 も検討のうえ、

適切な改善措置を実施されたい。

また、このような事案の再発防止のため、理事会 0評議員会機能の強化、監事

監査の強化、会計経理事務に係る内部牽制体制の確立及び徹底などについて、引

き続き重点的な指導をお願いしたい。

(ウ )現況報告書の審査及び活用について

社会福祉法第59条 に基づく「現況報告書」については、厳正に審査を行つてい

ただくほか、添付される財務諸表については、各会計単位ごとの審査はもちろん

のこと、各会計単位間及び経年の整合性についても審査を徹底されたい。
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また、過去数年間の現況報告書の内容を観察、分析することなどにより

'螢

人の

経営状況の変化を確認 し、経営状態の悪化の恐れなどが認められた場合は、 早い

段階で個別に法人担当者から事情を確認 して対応策を講ずるなど、現況報告 書を

活用 した適切な指導をお願い したい。

イ 法人の資産管理 (運用)について

資産の管理運用については、平成 19年度の通知改正により、法人の基本財 産以

外の財産については、安全、確実な方法で行 うことが望ま しいとしつつ、運用 可能

な金融商品の範囲を一定程度拡大 し、株式投資又は株式を含む投資信託等によ る管

理運用を認めることとしたところである。

一方、近年の金融技術の高度化に伴い様々な金融商品が登場 してきており、 その

中には、元本保証のない リスクの高い金融商品も見受けられるところであり、 過去

には、これ ら元本保証のない リスクの高い金融商品で多額の運用を行つた上ヤこ、資

産運用に失敗 し、事業規模の縮小のみならず、法人運営そのものの継続が不可 能 と

なる事例が見受けられた。

こうした事例の特徴 として、元本保証のない リスクの高い金融商品を購入す るに

当た り、その リスクの理解が不十分であつた場合や、 リスク管理に必要な資産 運用

規程の未整備、理事長等一人の運用責任者による独断での運用など、法人のリスク

管理やチェック体制が明らかに不適切であることがあげられる。

資産管理 (運用)の失敗で法人運営に支障が生 じると、当該法人の経営する事業

の利用者 (入所者)が大きな影響を受けることになるため、法人の資産管理 (運用 )

について、以下の点について留意するよう、指導 されたい。

(ア )役員、評議員、運用担当者における当該金融商品の リスク等についての 理解

(イ )定款の変更 <定款準則第 15条第 3項 (「 前項の規定に関わらず、基本 財産

以外の資産の現金の場合については、理事会の議決を経て、株式に換えて保管

することができる」)相当部分が設けられているか>

(ウ )ガバナンスの徹底 <当該金融商品で資産の管理 (運用)を行 うことについ て、

理事会・評議員会の議決を経 る、資産運用規程等を作成する等 >

〇近年の資産運用失敗事例

【事例 1】

社会福祉法人の前理事長ら幹部が証券会社の紹介を受け、信用確実な有価証券と半J断

し、前理事長の専決で円建て外債を購入。その後、世界的な金融危機で債務不履行 とな

り、元本 (1億円)の回収が困難となる。
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【事例 2】

基本財産について、2億 5千万円と定款に規定されているところであるが、従前より、

外貨建債権 (1億 円
.)及

び投資信託 (1億 5千万円)に より管理運用されていた。この

うち、投資信託により運用されていた分については、元本保証がない商品であり、以下

通知に照らし管理運用の方法として違反があつた。

また、以下通知と同旨の定めを置いている当該法人の内規 (資産運用規定)に も違反

していた。

さらに、投資信託により運用 されていた 1億 5千万円分については、管理運用先であ

る有限責任事業組合 (投資信託会社)が破産 したため回収不能となり、法人本来の事業

を実施することが出来なくなり、現在、所轄庁に法人解散の申請を出している。

※事例に関する通知について

社会福祉法人の基本財産にういては、「社会福祉法人の認可について」 (平成12年 12月

1日  障第890号・社援第2618号・老発第794号 。児発第908号)において、「管理運用は、

安全、確実な方法、すなわち元本が確実に回収できるほか、固定資産 としての常識的な

運用益が得 られ、又は利用価値を生ずる方法」により行 う必要があると解 されている。

また、「価格の変動が著 しい財産 (株式、株式投資信託、金、外貨建債権等)」 等の方法

による管理運用は原則 として適当ではないとしている。

ウ ー般市への権限移譲について

地域主権戦略大綱に基づき、現在、都道府県知事並びに指定都市及び中核市の長

が処理している社会福祉法人に関する定款の認可、報告の徴収及び検査、業務停止

命令等並びに解散命令については、主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人

であってその行う事業が当該市の区域を越えないものに限り、平成 25年 4月 から

すべての市へ権限を移譲する予定である。

(3)寄附金に対する税額控除制度の創設にっいて

昨年 12月 にとりまとめられた「平成 23年度税制改正大綱Jにおいて、草の根の

寄附を必要とする「新しい公共」の担い手として、市民との関わり合いが強く、かつ、

運営の透明性が確保されている社会福祉法人に対して個人が寄附を行った場合、現行

の所得控除方式に加えて税額控除方式も選択可能とし、平成 23年分から適用するこ

ととされた。
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(所得控除の場合〉 (現行)

寄附金額 (所得の40%が 限度)-2千 円を所得から控除

(税額控除の場合)鎗」設)

(寄附金額-2千円)× 40%を税額から控除

※ 併せて、個人住民税においても、寄附金税額控除の適用下限額を現行の 5千円

から2千円へ引き下げ、平成 24年度分から適用することとされた。

【税額控除方式を選択できる社会福祉法人の要件】

次の要件を満たす社会福祉法人に対して個人が寄附を行つた場合に、所得控除方式

と税額控除方式のいずれかを選択できる。

① 認定NPO法人の認定要件であるパブリック・サポー トテス ト (寄附金額が年

3, 000円 以上の寄附者の数が年平均 100人以上又は総収入金額に占める寄

附金総額の5分の 1以上)と 同等の要件

② 認定NPO法人の認定要件と同程度の情報公開に関する要件 (事業報告書、役

員名簿、定款等の閲覧等)

なお、個人がその年分の寄附金につき、税額控除の適用を受けようとする場合には、

当該社会福祉法人が税額控除対象法人であることを所轄庁が証明する書類が必要 とな

る。詳細については、追ってお知らせする予定であるが、各自治体等におかれても、

特段の御配慮をお願いしたい。
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5 社会福祉施設 の運営等 について

(1)社会福祉施設の運営

ア 施設の役割と適正な運営管理の推進

(ア )社会福祉施設は、利用者本位のサービスを提供するため、苦情解決の取組みを

整備し、第二者評価事業を積極的に活用するなど、自ら提供するサービスの質、

職員育成及び経営の効率化など継続的な改善に努めるとともに、地域福祉サービ

スの拠点としてその公共′性、公益性を発揮することが求められている。

このため本来事業の適正な実施に加え、施設機能の地域への開放及び災害時の

要援護者への支援などの公益的取組が推進されるよう、適切な指導をお願いした

い 。

また、積極的に利用者・家族等 とのコミュニケーションを図ることや、苦情解

決への取 り組みを実施することによつて、多 くの事故を未然に回避 し、万が一事

故が起きて しまった場合でも適切な対応が可能 となるよう危機管理 (リ スクマネ

ジメン ト)の取組みを推進することが重要であり、引き続き指導の徹底をお願い

したい。

(イ )社会福祉施設の運営費の不正使用など不祥事により社会福祉施設に対する国民

の信頼を損な うことがないよう施設所管課 と指導監査担当課 との連携を十分図

り、適正な施設運営について引き続き指導をお願い したい。

イ 感染症の予防対策等

(ア )イ ンフルエンザは毎年冬期に流行を繰 り返 し、近年においては、高齢者施設に

おける集団感染等の問題が指摘 されてお り、社会福祉施設等においても十分な注

意が必要 とされている。都道府県等におかれては、社会福祉施設等へ必要な情報

を適宜提供す るとともに、平成22年 12月 1日 付け 「社会福祉施設等における今冬

のインフルエンザ総合対策の推進について」 (厚生労働省雇用均等・児童家庭局

総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部企画課長、

老健局総務課長連名通知)等を参考に、衛生部局、保健所及び市町村 とも連携 し

つつ、適切な対応をお願い したい。
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(参考)

○厚生労働省ホームページ「今冬のインフルエンザ総合対策」

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku― kansenshou01/index.html

O国立感染症研究所感染症情報センターホームページ

http://idsc.nih.go.」 p/index― J.html

Oイ ンフルエンザQ&A(平 成 22年度)

http://ww¬ム「.mhlw.go.jp/bunya/kenkOu/kekkaku― kansenshou01/qa・ html

Oイ ンフルエンザの基礎知識

http://ww 「ヽ.mhlw.go.」 p/bunya/iyakuhin/file/File.html

イ)社会福祉施設等は高齢者や乳幼児等体力の弱い者が集団生活 していることを十

分認識の上、ノロウイルスや レジオネラ症等の感染症、食中毒等に対する適切な

予防対策を講 じることが極めて重要であることから、以下の通知を参考に衛生部

局、民生部局及び市町村 とも連携 しつつ、管内社会福祉施設等に対 し適切な予防

対策を図るよう指導の徹底をお願いしたい。

《参照通知等》

。「社会福祉施設等におけるノロウイルスの予防啓発について」

(平成22年 12月 1日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課、社会・援護局福祉基 |

盤課、社会・援護局障害保健福祉部企画課、老健局総務課事務連絡)

。「社会福祉施設、介護保険施設等におけるノロウイルスによる感染性胃腸炎の発生

。まん延対策について」

(平成19年 9月 20日 雇児総発第0920001号、社援基発第0920001号、障企発第0920001

号、老計発第0920001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局

福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部企画課長、老健局計画課長連名通知)

。「社会福祉施設、介護保険施設等におけるノロウイルスによる感染性胃腸炎の発生

。まん延防止策の一層の徹底について」

(平成19年 12月 26日 雇児総発第1226001号、社援基発第1226001号、障企発第122600

1号、老計発第1226001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局

福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部企画課長、老健局計画課長連名通知)

。ノロウイルスに関するQ&A

(平成18年 12月 8日 雇児総発第1208001号、社援基発第1208001号、障企発第1208001
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号、老計発第1208001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局

福祉基盤課長、社会 。援護局障害保健福祉部企画課長、老健局計画課長連名通知)

「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」

(平成17年2月 22日 健康局長、医薬食品局長、雇用均等・児童家庭局長、社会・援

護局長、老健局長連名通知)

「社会福祉施設等におけるレジオネラ症防止対策の徹底について」       |

(平成15年 7月 25日 社援基発第0725001号 )別添 「レジオネラ症を予防するために必 |

要な措置に関する技術上の指針」

。「社会福祉施設等における衛生管理の徹底にういて」

(平成20年7月 7日 雇児総発第0707001号 、社援基発第0707001号、障企発第0707001

号、老計発第0707001号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局

福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部企画課長、老健局計画課長連名通知)

別添 「大量調理施設衛生管理マニュアル」

なお、社会福祉施設等に対 し、ウィルス肝炎等の感染症患者・感染者に対する利

用制限、偏見や差別を防ぐ観点から、衛生主管部局 と連携 し正 しい知識の普及啓発

を行い、利用者等の人権に配慮 した対応が図れるよう適切に行われるよう指導をお

願いしたい。

《参照通知等》

。「感染症対策特別促進事業実施要綱の一部改正について」

(平成22年 3月 24日 健康局通知 )

・分かりやすいウイルス性肝炎 (平成20年 5月 )

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku一 kansenshou09/faq_Easy_Hepatitis.h

tml

・ B型肝炎について (一般的なQ&A)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku― kansё nshou09/faq_HepatitiSB.html

OC型肝炎について (一般的なQ&A)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku一 kansenshou09/faq_HepatitisC.html
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(2)社会福祉施設等の防災対策について

ア 社会福祉施設等の防災対策への取組

社会福祉施設等は、自力避難が困難な者が多数入所する施設であることか ら、次

の事項に留意の うえ、施設の防火安全対策の強化に努めるよう、管内社会福祉 施設

等に指導するとともに、指導監査等にあたつては、特に重点的な指導をお願い した

い 。

①火災発生の未然防止

②火災発生時の早期通報・連絡

③初期消化対策

④夜間防火管理体制

⑤避難対策

⑥近隣住民、近隣施設、消防機関等との連携協力体制の確保

⑦各種の補償保険制度の活用

また、地すべ り防止危険区域等土砂等による災害発生の恐れがあるとして指 定さ

れている地域等に所在 している社会福祉施設等においては、

①施設所在地の市町村、消防機関その他の防災関係機関及び施設への周知

②施設の防災対策の現状把握と、情報の伝達、提供体制の確立

③入所者の外出等の状況の常時把握及び避難及び避難後の円滑な援護

④消防機関、市町村役場、地域住民等との日常の連絡を密にし、施設の構造、

入所者の実態を認識してもらうとともに、避難、消火、避難後の円滑な援護

等を行うための協力体制の確保 等

社会福祉施設等の防災対策に万全を期 していただくようお願いしたい。

《参照通知》

。「社会福祉施設における防火安全対策の強化について」

(昭和62年 9月 18日 社施第107号 )

。「社会福祉施設における防災対策の再点検等について」

(平成10年8月 31日 社援第2153号 )

。「災害弱者関連施設に係る総合的な土砂災害対策の実施について」

(平成11年 1月 29日 社援第212号 )
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イ 大規模災害への対応について

台風被害や地震災害などの大規模災害については、施設 レベルでの防災対策では

十分な対応が困難であることから、関係機関との十分な連携及び地域防災計画に基

づ く適切な防災訓練の実施など、民生部局においても積極的に参画願いたい。

なお、社会福祉施設等は地域の防災拠点として、また、災害救助法に基づ く「福

祉避難所」 としての役割を有 していることから、今後も震災時等における緊急避難

的な措置 として要援護者の受入を積極的に行つていただくようお願いしたい。

(3)社会福祉施設等におけるアスベス ト対策について

ア 吹付けアスベス ト等使用実態調査について

社会福祉施設等におけるアスベス ト (石綿)対策については、平成 22年 11月

9日 「社会福祉施設等における吹付けアスベス ト (石綿)使用実態調査の第 2回 フ

ォローアップ調査結果」を公表 したところであるが、依然 として、未措置状態にあ

る施設、未回答施設、分析依頼中の施設が散見されてお り、引き続き法令等に基づ

き適切な措置を講ずるよう指導の徹底をお願いする。

また、これ ら施設の 「フォローァップ調査」について、既にご連絡 しているとお

り、平成 23年 10月 7日 (金)ま でに提出いただくようお願いいたしたい。

石綿等のばく露のおそれがない又は封 じ込め、囲い込み等の措置を図った施設で

あつても、風化・損傷等によりばく露する危険性 もあることから経過観測に努める

とともに、石綿等の分析調査を行つた場合は、図面、調査結果を適切に保管 し、撤

去工事等を実施する際に活用できるよう施設に対 して周知いただくようお願いす

る。

《参照通知等》

。「社会福祉施設等における吹付けアスベス ト (石綿)等使用実態調査の第 2回 フォ

ローアップ調査結果の公表等について」 (平成22年 11月 9日 雇児発1109第 3号、社援

発1109第 1号、障発H09第 1号、老発1109第 1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、

社会・援護局長、社会・援護局障害保健福祉部長、老健局長連名通知)

イ 吹付けアスベス ト等の除去等について

吹付けアスベス ト等の除去等に要する費用については、社会福祉施設等施設整備

費補助金の補助対象 としてお り、積極的な活用を図 り、その早期処理に努めるよう

指導をお願いする。
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また、機構において、アスベス ト対策事業に係 る融資条件の優遇措置 (融資率の

引き上げ、貸付利率の引き下げ)を平成 23年度も引き続き実施することとしてお

り、その活用方の周知も併せてお願いいたしたい。

(4)社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金の早期執行について

「社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金」は、地震や火災発生時に自力で避難する

ことが困難な方が多 く入所する社会福祉施設等の安全・安心を確保するため、耐震化

及びスプリンクラー整備を行 うために創設 したものである。

スプリンクラー設備については、消防法施行令改正に伴い、275ぽ以上1000ピ未満

の社会福祉施設については、平成 23年度末までに設置することが義務付けられ てお

り、防火安全上の観点から、早急に整備に着手するよう管内社会福祉施設等に周知す

るとともに適切な指導をお願い したい。

耐震化整備については、先般、「社会福祉施設等の耐震化に関する追加状況調査」

をお願いし、結果が判明 している都道府県もあるので、当該基金の執行残を有す る都

道府県にあつては積極的な活用をお願いする。

また、当該基金は平成 23年度末までに整備が完了しない場合、基金の返還を求め

ることとなるため、その取扱いに十分注意の うえ、早期執行に努めていただきたい。

《参照通知等》

。「社会福祉施設等耐震化等臨時特例交付金の運営について」

児発0731第 1号、社援発0731第 3号雇用均等・児童家庭局長、

(平成21年 7月 31日 付雇

社会・援護局長通知 )

(5)社会福祉施設等の木材利用の推進について

社会福祉施設等における木材利用の推進にあたつては、「社会福祉施設等にお ける

木材利用の推進について」 (平成 9年 3月 6日 付厚生省大臣官房障害保健福祉部長、

社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知)に より、木材利用 の積

極的な活用についてお願いしてきたところであるが、木材の持つ柔らかさ、暖か さを

取 り入れることにより施設入所者や利用者に精ネ申的なゆとりと安 らぎを与えるな どの

効果も期待できることから、施設構造 としてはもちろんのこと、内装や家具など備品

についても積極的な活用が図られるよう、管内市町村及び社会福祉法人等に対し周知

をお願いしたい。
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また、平成 22年 10月 に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律

(平成 22年法律第 36号 )」 が施行 され、木材利用の促進に係 る取 り組みを支援す

るため、機構において、木材利用による施設整備事業の融資率の引き上げ措置を平成

23年度から講ずることとしたので、積極的な活用が図られるよう、併せてその周知

をお願いいた したい。

(6)社会福祉施設等の地上デジタル放送への対応にういて

平成23年 7月 をもつてアナログ放送が終了し、地上デジタル放送べの完全移行が

予定されている。テレビ放送は生活に不可欠な地震 0火災などの緊急情報や施設利用

者の方々の情報収集の手段 として重要な役割を果た しているが、社会福祉施設等の地

上デジタル放送の普及率は 7割程度 (社会・援護局福祉基盤課調 (平成22年 10月 1日

現在))に とどまってお り、また、完全移行への期間も残 り4ヶ 月 と間近 となつた。

社会福祉施設等は、.自 力で避難することが困難な方々が多く生活 され、防火・防災対

策に万全を期する観点からも地上デジタル放送への移行が必要であ り、管内の社会福

祉施設等に対 して円滑な移行が速やかに進むよう、指導方をお願いする。

地上デジタル放送への移行状況を把握するため、 3月 中に改修状況調査を行 う予定

に しているのでご承知おき願いたい。

《参照通知等》

「地上デジタル放送への移行完了のためのアクションプラン201o」 抜粋

各施設のデジタル改修が完了するよう、

また重要公共施設の所管省庁においては、

ル化改修状況の把握するよう努める。

(平成22年 12月 関係省庁連絡会議決定)

重要公共施設の所管省庁から、随時注意喚起を行 う。

平成 23年 3月 末時点の当該重要公共施設のデジタ
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6 福祉サー ビスの質の向上のための取組みについて

(1)福祉サービス第二者評価推進事業

福祉サービスを提供する事業者のサービスの質を公正・中立な第二者評価機関

が、専門的かつ客観的な立場から評価する「福祉サービス第二者評価事業」は個々

の事業者が施設運営における問題点を把握し、サービスの質の向上に結びつけると

ともに、第二者評価を受けた結果を公表することにより、利用者の適切なサービス

選択に資することを目的とした事業であるが、現在の通知が発出されて以降、受審

が進んでいない都道府県も見受けられる。 (参考資料18参照)

都道府県においては、本事業の推進のため、必要な人員を配置するなど体制を整

えていただき、法人経営者、施設長、利用者及びその家族等に対する本事業の広報

活動、関係者出席の会議や説明会等の機会における制度説明などの取組、都道府県

推進組織の支援をお願いしたい。

ア 全国の推進組織について

全国社会福祉協議会が、学識経験者等で構成される「評価基準等委員会」、並び

に都道府県推進組織を構成員とする「評価事業普及協議会」を設置し、評価基準の

策定・更新や都道府県推進組織間での意見交換等を行うことにより、福祉サービス

の第二者評価事業の推進及び都道府県推進組織に対する支援を行 うとともに、各都

道府県における評価調査者の養成に資するため、「評価調査者指導者養成研修」を

実施しているところである。

イ 都道府県推進組織について

各都道府県に設置されている都道府県推進組織においては、福祉サービスの質の

向上を図る観点から、評価基準の策定、第二者評価機関の認証、評価調査者の養成、

事業者への受審勧奨等、引き続き第二者評価事業の普及・定着に努められるようお

願いしたい。

なお、受審率向上のため、受審済施設の名簿 0受審施設の感想等を記載したパン

フレットの作成や関係施設・事業者団体を通じた働きかけも効果的であると考えら

れるので、下記URLも参考の上、これらの取り組み等により、事業者への受審勧

奨に努められるようお願いしたい。
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(参考)全国社会福祉協議会ホームページ

http://1nvw.shakyo hyouka.net/ (第 二者評価事業 トップ)

http://mvw.shakyorhyouka.net/news4/fukyu-091.pdf (事業者向けパンフレット)

http:〃、Ⅳ¶w.shakyo― hyouka.net/news4/fukyu-09_2.pdf (利 用者向けパンフレット)

例を紹介するので、事業推進の参考としてしていただきたい。

〇 京都府における福祉サービス第二者評価受審促進策

ア)京都府健康福祉部が所管する補助金における取扱い

福祉施設人材確保・サービス向上補助金の交付要件として第二者評価の受審を位

置づけ

イ)介護報酬上の取扱い

第二者評価受審を理由として特定事業所カロ算の減算の特例として位置づけ

ウ)指導監査の取扱い

① 第二者評価の定期的受審事業所については、実地指導のサイクルを緩和

② 府が実施する集団指導及び新規事業者説明会において第二者評価事業の説明を

実施

工)受審結果の公表

受審結果について推進組織 (京都府介護・福祉サービス第二者評価等支援機構 )

のホームページで公表

オ)認定証の発行

受審事業所に対し、支援機構会長名の認定証を交付

力)第二者評価の普及啓発・受審促進 (広報)

① 事業所向け及び禾1用者・家族向けのパンフレットの作成

② 関係団体開催の会議等において第二者評価事業の説明を実施

③ 未受審事業所への直接案内の実施及び受審促進のためのアンケー ト調査の実施

④ リピーター確保のための再受審の働きかけ

⑤ 評価調査者向け研修の課程の一部を事業所に無料開放 (制度の理解促進)

⑥ イベント会場において利用者 (府市民)向けにパソコンを使用した受審結果の

検索体験を実施

⑦ 府民向けシンポジウムの開催

③「支援機構ニュース」の発行

キ)評価項目の見直し

障害者自立支援法の施行や保育所保育指針の見直しに伴う評価項目の見直しを実

施

― ビス第二者評
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ク)その他

事業所が、 日本財団助成事業の補助金等を受けようとする際に必要となる府作成

の意見書に第二者評価の受審を明記 し、サービス向上に努める事業所 として評価

ウ WAM NET福 祉サービス第二者評価情報システムについて

福祉医療機構の 「WAM NET」 において、都道府県推進組織が評価結果を登

録することや、WAM NET閲 覧者が施設の名称、所在地、種類等で評価結果を

検索することが可能である。

各都道府県においては、管内における第二者評価事業の広告 。啓発を通 じた普及

・定着のため、第三者評価情報システムを積極的に活用するようお願い したい。

|(参考)第二者評価情報システムホームページ

l  http://www.wam.go.jp/wamapp1/hyoka/003hyoka/hyokanri2.nsf/aHyOkaTop?OpenAgent

(2)苦情解決事業

ア 事業者段階における取 り組みについて

苦情解決事業については利用者保護の観点から仕組みを構築 しているところであ

る。

ついては管内市町村及び社会福祉施設に対 し、利用者からの苦情を踏まえ、提供

するサービスに反映させ、サービスの質を向上 させるとい う制度の重要性を再認識

させるとともに、苦情解決の仕組みに関する体制を整備するよう、引き続き指導の

徹底をお願い したいぅ

イ 運営適正化委員会における苦情解決の取 り組みについて

運営適正化委員会については、公平性 。中立性の確保や迅速な事務の執行など適

正な運営が行われるよう、特に事務局長その他の事務職員の専従化や相談技術の向

上、苦情解決合議体の最低 2ヶ 月に 1回以上の開催、標準的な処理期間の公表、第

二者委員向け研修会の積極的な実施について都道府県社会福祉協議会に対 し、引き

続き指導の徹底をお願いしたい。
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